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男女共同参画に係る関連法令（抜粋） 

 

【男女共同参画社会基本法】 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均

等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会を形成することをいう。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、

国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を

策定し、及び実施する責務を有する。 

（男女共同参画基本計画） 

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女

共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大

綱 

⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために必要な事項 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道

府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱 

⑵ 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該

市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければ

ならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を

定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められ
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る施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなけ

ればならない。 

【大船渡市男女共同参画推進条例】 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うこと

をいう。 

（行動計画） 

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

男女共同参画の推進に関する行動計画を策定するものとする。 

 

【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）】 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針（政府が定めた方針）を勘案して、当該都道府県の区

域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（以

下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び

都道府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとする。 

 


